
令和８年度三川町移住者空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内への定住を目的として空き家を取得し、改修工事を行う者に対し、 

予算の範囲内で補助金を交付することについて、三川町補助金等の適正化に関する規則（昭

和３８年規則第４号。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

（１） 空き家 空き家台帳に登録された住宅若しくは概ね１年以上に渡り居住その他の 

利用実態がないことが常態である住宅をいう。 

（２） 空き家台帳 三川町が調製する空き家に関する台帳をいう。 

（３） 住宅 町内で自ら居住する住宅をいう。 

（４） リフォーム 空き家の機能又は性能を向上させるための改修工事をいう。 

 （交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号 

に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１） 自ら居住する住宅として、空き家を取得し、リフォームを行う者 

（２） 当該空き家が下水道の供用区域内にあり、かつ、下水道に接続されていない場合、  

この事業の完了までに接続を完了すること。 

（３） 当該空き家の売買契約の相手方に、二親等以内の親族が含まれないこと。 

（４） 本事業の補助により改修した住宅に、１０年以上居住する意思のある者  

 （５） 申請日において、本町に住所を有しない者で、令和９年２月１９日までに本町に転 

入し居住する者。ただし、本町から他市町村へ転出してから３年を超えていない者は除く。 

 （６） 申請日において、交付対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が直近の市区町

村が課税した地方税に滞納がないこと。 

 （交付対象事業費） 

第４条 補助金の交付対象となる事業費（以下「交付対象事業費」という。）は、空き家の取

得に要した費用及び居住するために必要となる改修工事に要した費用とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事費用については交付対象事業費としないものと

する。 

 （１） 建物でない外構工事費用 

 （２） 容易に取外しができる物を設置する工事費用 

 （３） 施工業者で調達しない設備機器等を設置する工事費用 

 （４） 他の制度による国又は県の補助金等の支給を受ける工事費用 

 （補助金額） 

第５条 補助金の額は、交付対象事業費に２分の１を乗じて得た額とし、５０万円を限度とす

る。なお、補助金の交付は当該交付対象者及び同一世帯に属する者につき１回限りとする。  

２ 補助金額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。  

 （補助金の加算） 

第６条 三川町建築業協会に加入している町内業者と契約締結してリフォーム工事を行う場  

合、限度額に５０万円を加算する。 

 （交付申請及び申請書受付期間） 



第７条 交付対象者は、空き家のリフォーム工事着工の前に、移住者空き家リフォーム支援 

事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければな 

らない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、工事着工前までに提出することが困 

難であると町長が認める場合は、この限りではない。 

（１） 位置図、配置図、求積図、求積表、各階平面図、立面図 

（２） 市区町村で発行する納税証明書（申請者及び同一世帯となる家族全員）  

 （３） 住宅及び土地の登記簿謄本（全部事項証明書）の写し 

（４） 建築基準法に基づく検査済証の写し等 

（５） 売買契約書の写し 

 （６） リフォーム工事の見積書の写し 

（７） リフォーム工事の図面の写し 

（８） 空き家の外観及び工事予定箇所の写真 

（９） 移住者空き家リフォーム支援事業費補助金誓約書（様式第２号） 

 （１０） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、令和８年度三川町移住定住促進事業費補助金交付要綱（令和８

年告示第４６号。以下「移住定住補助要綱」という。）第７条に規定する移住定住促進事業

費補助金交付申請書を併せて提出する場合は、同条に規定する書類の添付を省略することが

できる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、令和８年度三川町住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱

（令和８年告示第５１号。以下「リフォーム補助要綱」という。）第７条に規定する三川町

住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書を併せて提出する場合は、同条に規定する書類

の添付を省略することができる。 

４ 申請書の受付期間は、令和８年５月１日から令和９年１月２９日とし、三川町役場の開庁

時間内に受け付けるものとする。 

 （交付決定） 

第８条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたとき 

は、移住者空き家リフォーム支援事業費補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者 

に通知する。 

２ 町長は、補助金の交付決定に際しては、交付の目的を達成するために必要な条件を付する 

ことができる。 

 （申請内容の変更等） 

第９条 前条第１項の規定により交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。） 

は、補助金の交付の決定を受けた後に交付決定額の変更又は申請を取下げしようとするとき 

は、移住者空き家リフォーム支援事業費補助金変更（取下げ）承認申請書（様式第４号）を 

提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、 

移住者空き家リフォーム支援事業費補助金変更（取下げ）承認通知書（様式第５号）により 

通知する。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、当該事業完了後１箇月以内又は令和９年２月１９日のいずれか早 

い日までに、移住者空き家リフォーム支援事業費補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲 

げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由 

により令和９年２月１９日までに提出することが困難であると町長が認める場合は、この限 



りではない。 

（１） リフォーム工事に要した費用に係る契約書の写し 

（２） 住宅の取得及びリフォーム工事に要した費用に係る領収書の写し 

（３） 住民票（世帯全員） 

（４） 住宅及び土地の登記簿謄本の写し 

（５） リフォーム工事の施工写真（工事中及び工事完了後） 

（６） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、移住定住補助要綱第１０条に規定する移住定住促進事業費補助

金実績報告書を併せて提出する場合は、同条に規定する書類の添付を省略することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、リフォーム補助要綱第１０条に規定する住宅リフォーム支援

事業費補助金実績報告書を併せて提出する場合は、同条に規定する書類の添付を省略するこ

とができる。 

（補助金額の確定） 

第１１条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した後、関係書類の審査を行い、必要 

に応じて現地調査を行った上で、その報告を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額 

を確定し、交付決定者に対し移住者空き家リフォーム支援事業費補助金交付額確定通知書（様 

式第７号）により通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１２条 交付決定者は、前条の規定による補助金額の確定の通知を受けたときは、移住者空

き家リフォーム支援事業費補助金請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

 （補助金の支払い） 

第１３条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に 

交付決定者に対し、第１１条に規定する補助金を支払うものとする。ただし、災害その他や 

むを得ない事由による場合は、この限りではない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１４条  町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を 

取り消すことができる。 

 （１） この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

 （２） 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。 

 （３） その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付決定者が、既に補助金の交付を受 

けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

 


